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(57)【要約】
【課題】供給圧力を幅広い範囲で調節自在とするととも
に、その調節の際に、原料ガスと空気との混合比率を所
定の範囲内に維持し得るようにする。
【解決手段】中圧調整器２、低圧ガバナ５、上下限圧遮
断コントローラ１１、昇圧防止弁１２、開閉弁１３、開
閉弁コントローラ１４、空気弁１５の各ダイヤフラム１
６のバネ室１７に、ローディング用ガバナ２０を介して
、コンプレッサ１８からの加圧空気を導入することによ
って、このバネ室１７側からの付勢力を高める。これに
よって、前記中圧調整器２からの原料ガスの出口圧力を
高めつつ、前記空気弁１５を介しての空気の取り込み量
を増やすことができるため、混合ガスの混合比率を所定
範囲内に制御するとともに、混合ガスを一時的に貯蔵す
るクッションタンク４内のガス圧を高めることができる
。このため、需要者の幅広い使用規模及び用途に対応し
てこのガス供給装置を適用することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料ガスボンベ（１）の原料ガスをベンチュリーミキサー（３）で空気と混合してクッ
ションタンク（４）に貯蔵し、この貯蔵した混合ガスを家庭等の需要者に供給するように
したガス供給装置において、
　本装置に空気を圧縮するコンプレッサ（１８）を併設し、このコンプレッサ（１８）か
ら吐出された加圧空気を、前記原料ガスボンベ（１）のガス圧を減圧して前記ベンチュリ
ーミキサー（３）に送出する中圧調整器（２）のダイヤフラム（１６）のバネ室（１７）
に送り込んで、このダイヤフラム（１６）に設けた弁体（２４）を開弁方向に付勢して、
前記中圧調整器（２）から前記ベンチュリーミキサー（３）への原料ガスの送出圧を高め
るとともに、
　前記加圧空気を、前記原料ガスと混合する空気の吸入量を調節する空気弁（１５）のダ
イヤフラム（１６）のバネ室（１７）、及び、前記空気弁（１５）の空気取り込み口（２
２）の双方にも送り込んで前記空気弁（１５）の空気吸入圧を高め、前記ベンチュリーミ
キサー（３）で前記原料ガスと空気とを混合してクッションタンク（４）に貯蔵した際に
、その貯蔵した混合ガスのガス圧を高め得るようにしつつ、その混合比率を予め決めた所
定範囲内に維持し得るようにしたことを特徴とするガス供給装置。
【請求項２】
　前記コンプレッサ（１８）の吐出口側にガバナ（２０）を設けるとともに、このガバナ
（２０）の出口側の空気配管（１９）を二股に分岐して、一方を前記各バネ室（１７）側
に、他方を前記空気取り込み口（２２）側に接続し、前記ガバナ（２０）で、加圧空気の
加圧量を調節し得るようにしたことを特徴とする請求項１に記載のガス供給装置。
【請求項３】
　前記コンプレッサ（１８）の吐出口側の空気配管（１９）を二股に分岐するとともに、
分岐した両空気配管（１９、１９）にそれぞれガバナ（２０）を設け、一方のガバナ（２
０）からの空気配管（１９）を前記各バネ室（１７）側に、他方のガバナ（２０）からの
空気配管（１９）を前記空気取り込み口（２２）側に接続し、前記一方のガバナ（２０）
で加圧空気の加圧量を調節し得るようにする一方で、前記他方のガバナ（２０）で混合ガ
スの混合比率を調節し得るようにしたことを特徴とする請求項１に記載のガス供給装置。
【請求項４】
　前記加圧空気を、前記中圧調整器（２）と前記ベンチュリーミキサー（３）との間に設
けた開閉弁（１３）、前記開閉弁（１３）の開閉を制御する開閉弁コントローラ（１４）
、前記遮断弁（１０）の開閉を制御する上下限圧遮断コントローラ（１１）、及び、前記
クッションタンク（４）の過昇圧を防止する昇圧防止弁（１２）のそれぞれに設けたダイ
ヤフラム（１６）のバネ室（１７）にも送り込み、前記ベンチュリーミキサー（３）への
原料ガスの送出圧が高い場合においても、前記各弁及び各コントローラが正常に動作し得
るようにするとともに、
　前記上下限圧遮断コントローラ（１１）、前記昇圧防止弁（１２）、及び、前記ベンチ
ュリーミキサー（３）の空気取り込み口（２２）のそれぞれと、原料ガスボンベ（１）か
らの原料ガスの供給を遮断する遮断弁（１０）とを接続し、前記中圧調整器（２）からの
原料ガスの供給圧力、前記クッションタンク（４）内の混合ガス圧、又は、前記ベンチュ
リーミキサー（３）での空気吸入圧の少なくとも一つが、予め決めたそれぞれの所定範囲
を外れた際に、前記遮断弁（１０）を閉弁して、原料ガスボンベ（１）からの原料ガスの
供給を遮断するようにしたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一つに記載のガス
供給装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液化石油ガス等の原料ガスと空気とを混合して、都市ガス（１３Ａ等）と
同等の燃焼性を有する混合ガスを供給するガス供給装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　移動式のガス供給装置は、液化石油ガス等の原料ガスに空気を混合して、都市ガスと同
等の発熱量を有する混合ガスを調製して一時的に貯蔵する装置一式を、トラックの荷台等
に載置して移動可能にしたものである。例えば、自然災害が発生して都市ガスの供給が停
止した際に、その供給エリアにこの移動式ガス供給装置を移動させ、その供給エリアにて
供給されていた都市ガス（１３Ａ、１２Ａ等）と同等の発熱量を有する混合ガスを、都市
ガスの代用として供給する。これによって、都市ガスが復旧するまでの間、ガスの供給を
賄うことができる。
【０００３】
　このガス供給装置として、原料ガスをベンチュリーミキサーで混合してサージタンクに
貯蔵する混合装置一式をキャスターの付いたキャビネット上に載置したものが開示されて
いる（特許文献１参照）。このベンチュリーミキサーは、ノズルから原料ガスを噴射する
とともに、この噴射に伴って発生する負圧によってノズル周囲の空気を巻きこみつつ混合
して、所定混合比率の混合ガスを調製する公知のものである。
【特許文献１】特開２００５－１７７６６５号公報
【０００４】
　一般的なガス機器（例えば、ガスコンロ）においては、必要とされる機器ガス圧は１．
５～２．５ｋＰａ程度の低圧なので、供給エリアが狭い場合（供給家庭数が数戸分程度）
は、それを若干上回る程度の供給圧力があれば、各家庭において支障なくガス機器を使用
することができる。その一方で、供給エリアが広い場合（供給家庭数が数十戸分以上）や
、導管工事等の際は、各家庭に到達した際における前記ガス圧を確保するために、サージ
タンクのガス圧をかなり高圧（例えば、３００ｋＰａ程度）にしておく必要が生じること
もある。
【０００５】
　このサージタンクのガス圧を高めるには、前記ノズルからの原料ガスの噴射圧力を高め
て、より多くの原料ガスをサージタンクに送り込むようにする。それとともに、送り込ん
だ原料ガスの量に見合う大量の空気を送り込んで、このサージタンク内の混合ガスが所定
の混合比率（通常は、原料ガス：空気＝６：４程度）を維持するようにする。前記噴射圧
力は、原料ガスボンベの圧力を減圧する中圧調整器の調節ネジを調節して、バネによるダ
イヤフラムの付勢力を大きくして、この中圧調整器に設けた弁体の開弁度を高めることに
よって、より大きくすることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　背景技術に係る中圧調整器の調節ネジは、そのねじ込み量に限度があるため、その噴射
圧力は、高々数倍程度の範囲内でしか調節できない。このため、上述したように、低圧か
ら高圧まで、幅広く調節する必要のある用途には適さないという問題がある。
　また、仮に、前記バネに弾性力の高いものを採用して原料ガスの噴射圧力を高めたとし
ても、大気圧下においては、その原料ガスの量に見合った、十分な量の空気を前記ベンチ
ュリーミキサーの空気取り込み口から取り込むことができない。このため、混合ガスの混
合比率が、所定の範囲から外れるという問題もある。
【０００７】
　そこで、この発明は、必要とされる供給圧力に対応して、その供給圧力を幅広い範囲で
調節自在とするとともに、その調節の際に、原料ガスと空気との混合比率を所定の範囲内
に維持し得るようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の課題を解決するため、この発明は、中圧調整器に加圧空気を導入して、この中圧
調整器に設けたダイヤフラムの付勢力を調節することによって、原料ガスの噴射圧力（中



(4) JP 2010-2133 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

圧調整器の出口圧力）を低圧から高圧まで自在に調節し得るようにするとともに、前記加
圧空気をベンチュリーミキサーにも導入して、このベンチュリーミキサーで前記原料ガス
と空気とを混合した際に、その混合比率を所定の範囲内に維持し得るようにした。
【０００９】
　前記噴射圧力の最大値は、前記中圧調整器内部のダイヤフラムに設けたバネの付勢力と
、加圧空気の付勢力の合計によって決まり、前記加圧空気の圧力を高めることによって、
その最大値を自在に高めることができる。しかも、前記加圧空気による加圧を解除すれば
、前記バネの付勢力のみに基づいた前記噴射圧力の調節がなされるので、幅広い噴射圧力
範囲内での調節が可能となる。
　また、前記加圧空気をベンチュリーミキサーにも導入することによって、前記噴射圧力
によって噴射される原料ガスの量に見合った量の空気を供給できる。このため、混合ガス
の混合比率を所定の範囲内に維持し得る。
【００１０】
　この発明の構成として、原料ガスボンベの原料ガスをベンチュリーミキサーで空気と混
合してクッションタンクに貯蔵し、この貯蔵した混合ガスを家庭等の需要者に供給するよ
うにしたガス供給装置において、本装置にコンプレッサを併設し、このコンプレッサから
吐出された加圧空気を、前記原料ガスボンベのガス圧を減圧して前記ベンチュリーミキサ
ーに送出する中圧調整器のダイヤフラムのバネ室に送り込んで、このダイヤフラムに設け
た弁体を開弁方向に付勢して、前記中圧調整器から前記ベンチュリーミキサーへの原料ガ
スの送出圧を高めるとともに、前記加圧空気を、前記原料ガスと混合する空気の吸入量を
調節する空気弁のダイヤフラムのバネ室、及び、前記空気弁の空気取り込み口の双方にも
送り込んで前記空気弁の空気吸入圧を高め、前記ベンチュリーミキサーで前記原料ガスと
空気とを混合してクッションタンクに貯蔵した際に、混合ガスのガス圧を高め得るように
しつつ、その混合比率を予め決めた所定範囲内に維持し得るようにすることができる。
【００１１】
　前記中圧調整器のバネ室に送り込んだ加圧空気の圧力は、前記コンプレッサの稼動・停
止によって、適宜昇降させることができる。これによって、必要とされる混合ガスの供給
圧力に対応して、クッションタンク内の混合ガス圧を広い範囲内（例えば、数ｋＰａ～数
１００ｋＰａ）で調節することができ、一台の装置で幅広い用途に対応し得る。
　また、原料ガスを高いガス圧のまま供給するとともに、空気を加圧した状態で供給する
ことにより、従来のガス供給装置と比較して、混合ガスの製造能力を大幅に向上し得る。
【００１２】
　前記ダイヤフラムは、上述したように通常はバネで付勢されているが、このバネを用い
ずに前記加圧空気のみで付勢するようにしてもよい。この場合も、加圧空気の圧力を調節
することで、必要に応じて、前記クッションタンク内の混合ガス圧を幅広い範囲内で調節
し得るからである。
【００１３】
　前記ベンチュリーミキサーは、一般的に市販されているものと同じであって、その内部
にノズルと、そのノズルの近傍に空気取り入れ口とが設けられている。上述したように、
このノズルから噴射した原料ガスの噴射量に対応した量の空気を前記空気取り入れ口から
取り込んで、両者をほぼ一定の比率で混合する機能を有している。この構成においては、
前記空気取り入れ口に設けた空気弁にも加圧空気が送り込まれるので、原料ガスの噴射量
に対応した十分な量の空気を混合し得る。このため、混合空気量が不足して、前記混合ガ
スの混合比率が所定範囲（例えば、都市ガス（１３Ａ）の代用であれば、原料ガス：空気
＝６：４程度）から外れる恐れが低い。
【００１４】
　前記コンプレッサの動力源として、例えば、ディーゼルエンジンを採用することができ
る。このガス供給装置は、ガス供給が必要とされる現地に持ち込んで使用するものなので
、その現地で必ずしも電力供給源を使用し得るとは限らない。また、大規模な自然災害時
には、ガス供給とともに電力供給も停止することも多い。このような場合でも、他からの
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電力供給を必要としないディーゼルエンジンを用いることによって、必要に応じてすぐに
本装置を使用することができる。前記動力源は、もちろんこれに限定されるものではなく
、電気式のものとしたり、電気式とディーゼル式を併用するものとしたりすることもでき
る。
【００１５】
　この構成においては、前記コンプレッサの吐出口側にガバナを設けるとともに、このガ
バナの出口側の空気配管を二股に分岐して、一方を前記各バネ室側に、他方を前記空気取
り込み口側に接続し、前記ガバナで、加圧空気の加圧量を調節し得るようにすることがで
きる。
【００１６】
　上述のように、コンプレッサの稼動・停止のみによってもある程度はクッションタンク
内の混合ガス圧を調節し得るが、このようにガバナを設けることによって、各バネ室の加
圧量（原料ガスの噴射圧）が安定して維持される。このため、クッションタンク内の圧力
変動が小さくなって、需要者への安定供給が可能となる。
　また、前記ベンチュリーミキサーは原料ガスの噴射圧に対応した量の空気を取り込む構
造なので、このクッションタンク内の混合ガスの混合比率が大きく変動する恐れは小さい
。
【００１７】
　あるいは、前記ガバナの出口側の空気配管を二股に分岐する代わりに、前記コンプレッ
サの吐出口側の空気配管を二股に分岐するとともに、分岐した両空気配管にそれぞれガバ
ナを設け、一方のガバナからの空気配管を前記各バネ室側に、他方のガバナからの空気配
管を前記空気取り込み口側に接続し、前記一方のガバナで加圧空気の加圧量を調節し得る
ようにする一方で、前記他方のガバナで混合ガスの混合比率を調節するようにすることも
できる。
【００１８】
　上述のように、１基のガバナでも、クッションタンク内の所望の混合ガス圧を確保しつ
つ、所定の混合比率をほぼ所定の範囲内に調節することもできるが、前記混合ガス圧の調
節と、混合比率の調節とを別々のガバナに担わせることによって、前記混合比率の制御を
一層正確に行い得る。
【００１９】
　また、前記各構成において、前記加圧空気を、前記中圧調整器と前記ベンチュリーミキ
サーとの間に設けた開閉弁、前記開閉弁の開閉を制御する開閉弁コントローラ、前記遮断
弁の開閉を制御する上下限圧遮断コントローラ、及び、前記クッションタンクの過昇圧を
防止する昇圧防止弁のそれぞれに設けたダイヤフラムのバネ室にも送り込み、前記ベンチ
ュリーミキサーへの原料ガスの送出圧が高い場合においても、前記各弁及び各コントロー
ラが正常に動作し得るようにするとともに、前記上下限圧遮断コントローラ、前記昇圧防
止弁、及び、前記ベンチュリーミキサーの空気取り込み口のそれぞれと、原料ガスボンベ
からの原料ガスの供給を遮断する遮断弁とを接続し、前記中圧調整器からの原料ガスの供
給圧力、前記クッションタンク内の混合ガス圧、又は、前記ベンチュリーミキサーでの空
気吸入圧の少なくとも一つが、予め決めたそれぞれの所定範囲を外れた際に、前記遮断弁
を閉弁して、原料ガスボンベからの原料ガスの供給を遮断することもできる。
【００２０】
　前記開閉弁及び開閉弁コントローラは、前記クッションタンク内の混合ガス圧が予め決
めた所定圧力を超えた際に、この混合ガス圧によって前記開閉弁コントローラを作動させ
るとともに、この作動によって前記開閉弁を閉弁し、前記クッションタンクへの原料ガス
の供給を遮断するものである。
【００２１】
　例えば、このガス供給装置を高いガス圧（３００ｋＰａ程度）の供給用に用いる場合に
おいては、この混合ガスによって付勢されるダイヤフラム室側のガス圧が、バネ室側の付
勢力（バネによる付勢力と、大気圧による付勢力の合計）よりも大きくなることがある。
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この場合、混合ガスのガス圧が所定の圧力範囲内であるにも拘らず、開閉弁が閉弁する問
題が生じ得る。そこで、前記バネ室側に加圧空気を送り込むことにより、このバネ室側の
空気圧と、ダイヤフラム室側の混合ガス圧とがバランスし得るようになって、前記開閉弁
の制御を正しく行い得る。
【００２２】
　また、前記上下限圧遮断コントローラ及び昇圧防止弁の各バネ室に加圧空気を送り込む
のも同じ理由であって、このようにすることによって、混合ガスのガス圧が高い場合にお
いても、これらの動作が正常に行われるようにすることができる。
【００２３】
　前記各構成においては、そのガス供給装置一式に車輪等の移動手段を設けて、移動自在
とすることもできる。
　このガス供給装置は、上述したように、自然災害等が生じた現地に持ち込んで用いるも
のである。その際に、その装置一式を自走又は牽引等をし得るようにすることによって、
現地への持ち込みを迅速に行い得るため、その利便性が大幅に向上する。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によると、加圧空気の導入によって、中圧調整器の出口圧力（原料ガスの噴射
圧力）を低圧から高圧まで自在に調節し得るとともに、前記加圧空気を噴射した原料ガス
と混合することで、原料ガスを高い噴射圧力で噴射した際（原料ガスを大量に噴射した際
）においても、原料ガスと空気との混合比率を所定の範囲内に維持し得る。このため、一
台の装置を幅広い用途に適用し得るとともに、燃焼性の安定した混合ガスの提供を行うこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１にこの発明に係るガス供給装置を示す。このガス供給装置は、プロパンを主成分と
する液化石油ガスを貯蔵した原料ガスボンベ１と、この原料ガスボンベ１の原料ガス圧を
減圧する中圧調整器２と、この中圧調整器２によって減圧された原料ガスを空気と混合し
て混合ガスとするベンチュリーミキサー３と、この混合ガスを一時的に貯蔵するクッショ
ンタンク４とを有し、クッションタンク４に貯蔵された混合ガスは、低圧ガバナ５及び出
口バルブ６を介して一般家庭等の需要者に供給される。
【００２６】
　この原料ガスボンベ１、中圧調整器２、ベンチュリーミキサー３、及び、クッションタ
ンク４は高圧ホース７又はガス導管８で順次接続されている。この高圧ホース７の先端に
は入口バルブ９が設けてあって、緊急時や原料ガスボンベ１の交換時にこの入口バルブ９
を閉めてガス供給を停止する。また、ガス導管８には、原料ガスの供給を遮断する遮断弁
１０、この遮断弁１０を制御する上下限圧遮断コントローラ１１及び昇圧防止弁１２、ベ
ンチュリーミキサー３への原料ガスの供給を制御する開閉弁１３、及び、この開閉弁１３
を制御する開閉弁コントローラ１４が設けてある。また、ベンチュリーミキサー３には、
加圧空気の導入を制御する空気弁１５が設けてある。
【００２７】
　なお、ガス導管内のガス圧は場所によって異なるため、同図中においては、異なるガス
圧のガス導管８ごとに異なる網掛け模様を付して、各ガス導管内のガス圧が視覚的に分か
るようにしている。
【００２８】
　前記の中圧調整器２、低圧ガバナ５、昇圧防止弁１２、上下限圧遮断コントローラ１１
、開閉弁１３、開閉弁コントローラ１４、及び、空気弁１５には、それぞれダイヤフラム
１６が設けられるとともに、このダイヤフラム１６のバネ室１７側には、コンプレッサ１
８から加圧空気を送り込む空気配管１９が設けられている。各バネ室１７に送り込まれる
加圧空気の圧力は、この空気配管１９に設けたローディング用ガバナ２０によって調節で
きる。
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【００２９】
　この加圧空気の圧力を高くすると、このバネ室１７側からのダイヤフラム１６への付勢
力が大きくなり、このダイヤフラム１６のダイヤフラム室２１側に流入する原料ガス等の
ガス圧を高くした場合でも、このダイヤフラム１６の両方向からの付勢力を適宜バランス
し得る。このため、混合ガスのガス圧を幅広い範囲で設定することができ、利便性が高い
。
【００３０】
　また、空気弁１５の空気取り込み口２２にも、コンプレッサ１８から加圧空気を送り込
む空気配管１９が別途設けられている。この加圧空気の圧力も、この空気配管１９に別途
設けたローディング用ガバナ２０によって調節できる。このように、バネ室１７に加圧空
気を送り込むためのローディング用ガバナ２０と、原料ガスと混合するための空気を送り
込むためのローディング用ガバナ２０を別々に設けることによって、混合ガスの混合比率
の微調整をより正確に行い得る。このため、需要者に燃焼性の安定した高品質の混合ガス
を提供することができる。
【００３１】
　この実施形態では、前記のようにローディング用ガバナ２０を２基設けたが、１基のロ
ーディング用ガバナ２０からの加圧空気を二股に分岐して、バネ室１７側及び空気取り込
み口２２側のそれぞれに送り込むようにすることもできる。
【００３２】
　原料ガスボンベ１からの原料ガスは、まず、後述する遮断弁１０を経由して、中圧調整
器２に送り込まれる。この中圧調整器２は、図２に示す構成であって、そのダイヤフラム
１６は、バネ室１７側から加圧空気及びバネ２３によって付勢される一方で、ダイヤフラ
ム室２１側から原料ガス（中圧調整器２の出口側圧力）によって付勢されている。両付勢
力のバランスによって弁体２４の開弁度が決まり、例えば、前記出口側圧力が相対的に高
くなると、この弁体２４は閉弁方向に移動する。
【００３３】
　この中圧調整器２からの原料ガスは、次に開閉弁１３に送り込まれる。この開閉弁１３
は、図３に示す構成であって、そのダイヤフラム１６は、バネ室１７側から加圧空気及び
バネ２３によって付勢される一方で、ダイヤフラム室２１側から、クッションタンク４の
混合ガスのガス圧、又は、中圧調整器２の出口側圧力によって付勢されている。このダイ
ヤフラム室２１側がいずれのガス圧によって付勢されるかは、後述する開閉弁コントロー
ラ１４の動作によって決まる。
【００３４】
　この開閉弁コントローラ１４は、図４に示す構成であって、そのダイヤフラム１６はバ
ネ室１７側から加圧空気及びバネ２３によって付勢される一方で、ダイヤフラム室２１側
からクッションタンク４内の混合ガスのガス圧によって付勢されている。このダイヤフラ
ム１６と連動する弁軸２５には二つの弁体２４ａ、２４ｂが設けられていて、同図の下側
の弁体２４ａは、この開閉弁コントローラ１４に前記混合ガスが流入するのを遮断する役
目を有する一方で、上側の弁体２４ｂは、この開閉弁コントローラ１４に中圧調整器２の
出口側圧力の原料ガスが流入するのを遮断する役目を有する。
【００３５】
　つまり、その混合ガスのガス圧が低い場合（例えば、５ｋＰａ程度）は、ダイヤフラム
１６が下方に変位して、この開閉弁コントローラ１４及びこの出口側に接続したガス圧伝
達導管２６に前記混合ガスが流れ込んで開閉弁１３に至る。その一方で、この混合ガスの
ガス圧が高い場合（例えば、１５ｋＰａ程度）は、ダイヤフラム１６が上方に変位して、
開閉弁１３と開閉弁コントローラ１４の間のガス圧伝達導管２６に中圧調整器２の出口圧
力がガス導管８を通して開閉弁１３に至る。
【００３６】
　前記クッションタンク４内の混合ガスのガス圧は、中圧調整器２の出口側の原料ガス圧
よりも低圧である。このため、図３に示した開閉弁１３のダイヤフラム室２１側に前記混
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合ガスが導入された場合は、ダイヤフラム１６が下方に変位して中圧調整器２からの原料
ガスが流動し得る一方で、中圧調整器２からの原料ガスが導入された場合は、ダイヤフラ
ム１６が上方に変位して中圧調整器２からの原料ガスがこの開閉弁１３の弁体２４によっ
て遮断される。
【００３７】
　この開閉弁１３からの原料ガスは、次にベンチュリーミキサー３に送られる。このベン
チュリーミキサー３は、図５に示す構成であって、管状部材の内側に、ガスの流動方向に
向けて原料ガスを噴射するノズル２７を設けたものである。このノズル２７の近傍には空
気取り込み口２２が設けてあって、この空気取り込み口２２からコンプレッサ１８からの
加圧空気が取り込まれる。このベンチュリーミキサー３には空気弁１５が併設されている
。この空気弁１５のダイヤフラム１６は、バネ室１７側から加圧空気及びバネ２３によっ
て付勢される一方で、ダイヤフラム室２１側から中圧調整器２からの原料ガスによって付
勢される。
　この原料ガスのガス圧が高くなると、ダイヤフラム１６が左方に変位し弁体２４が開弁
方向に動く。これによって、より多くの空気を取り込むことができるため、原料ガスと空
気との混合比を一定に保ち得る。
【００３８】
　このガス供給装置には、ガス圧が異常となった際に、原料ガスの供給を遮断する遮断弁
１０が設けられている。
　この遮断弁１０は、図２に示した構成であって、そのダイヤフラム１６のバネ室１７側
には、空気取り込み口２２より取り込んだ空気が導入される一方で、ダイヤフラム室２１
側には、後述する上下限圧遮断コントローラ１１又は昇圧防止弁１２が作動した際に、そ
れらを通して加圧空気が導入され得る。
【００３９】
　例えば、空気取り込み口２２より取り込んだ空気の圧力が所定値よりも低くなったとき
は、ダイヤフラム１６とともにロック機構２８が下方に変位し、リセットボタン２９の係
止が外れ、バネ２３の付勢力によって弁体２４が閉弁する。あるいは、上下限圧遮断コン
トローラ１１又は昇圧防止弁１２が作動してダイヤフラム室２１に加圧空気が導入された
場合にも、同様にダイヤフラム１６が変位して弁体２４が閉弁する。
【００４０】
　この上下限圧遮断コントローラ１１は、図６に示す構成であって、そのダイヤフラム１
６のバネ室１７側から加圧空気及びバネ２３によって付勢される一方で、ダイヤフラム室
２１側から、中圧調整器２の出口側圧力及びバネ２３によって付勢されている。この出口
側圧力が所定範囲内の時は、弁体２４ｃによりダイヤフラム室２１の出口側の流路が閉弁
された状態となっており、中圧調整器２からの原料ガスはこのダイヤフラム室２１に留ま
っている（同図（ａ）を参照）。
【００４１】
　この時、原料ガスのガス圧が所定範囲を上回ると、そのガス圧によってダイヤフラム１
６が上方に変位し、弁体２４ｄが開弁する。このため、この原料ガスがガス圧伝達導管２
６に流れ込み（同図（ｂ）を参照）、このガス圧によって遮断弁１０が作動する。その一
方で、原料ガスのガス圧が所定範囲を下回ると、ダイヤフラム１６が下方に変位し、弁体
２４ｃが開弁する。このため、この原料ガスがガス圧伝達導管２６に流れ込み（同図（ｃ
）を参照）、このガス圧によって遮断弁１０が作動する。
　なお、さらに原料ガスのガス圧が低下すると（本装置を不使用の場合等）、弁体２４ｅ
が閉弁して、このガス圧伝達導管２６が遮断される。
【００４２】
　また、昇圧防止弁１２は、図７に示す構造であって、そのダイヤフラム１６のバネ室１
７側から加圧空気及びバネ２３によって付勢される一方で、ダイヤフラム室２１側から、
クッションタンク４内の混合ガスのガス圧によって付勢されている。この混合ガスのガス
圧が高くなると、ダイヤフラム１６が上方に変位し、弁体２５が開弁する。これによって



(9) JP 2010-2133 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

、この混合ガスがガス圧伝達導管２６に流れ込んで、このガス圧によって遮断弁１０が作
動する。
【００４３】
　一般的には、原料ガスボンベ１の原料ガス圧は、０．１５～１．５６ＭＰａ程度であっ
て、数戸程度の一般家庭への供給を目的とする場合は、この原料ガス圧を中圧調整器で０
．０９５ＭＰａ程度に減圧してベンチュリーミキサーに供給し、５～１６ｋＰａ程度の圧
力の混合ガスとしてクッションタンクに一時貯蔵する。この混合ガスの混合比率は、原料
ガス：空気＝６：４程度であって、この混合ガスの燃焼性は、都市ガス（１３Ａ）に相当
する。
【００４４】
　その一方で、供給エリアが広い場合（供給家庭数が数十戸分以上）や、導管工事等の際
のように高い供給圧力（例えば、３００ｋＰａ程度）が必要とされる場合は、各弁や各コ
ントローラに設けた調節ネジ３０の調節のみによっては、その供給圧力に調節できない。
このような場合においても、加圧空気の圧力を変えることによって、ダイヤフラム１６の
バネ室１７側の付勢力を自在に変えることができるので、それに対応して供給される原料
ガスの圧力を高め得る。
【００４５】
　このガス供給装置一式は、トラックの荷台（図示せず）に載置されているため、自然災
害等が発生した際に自在にその現地に運搬することができる。このため、都市ガスの供給
が停止した際に、需要者に迅速にその都市ガスの代替ガスを供給し得る。
　このように必要に応じて運搬する代わりに、自然災害時に住民等が避難する避難場所に
このガス供給装置を予め設置しておいて、必要な際に適宜使用し得るようにすることもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】この発明に係る移動式ガス供給装置を示す装置構成図
【図２】中圧調整器及び遮断弁を示す側面断面図
【図３】開閉弁を示す側面断面図
【図４】開閉弁コントローラを示す側面断面図
【図５】ベンチュリーミキサー及び空気弁を示す側面断面図
【図６】上下限圧遮断コントローラを示す側面断面図であって、（ａ）は出口側圧力が所
定範囲内の場合、（ｂ）は出口側圧力が所定範囲を上回った場合、（ｃ）は出口側圧力が
所定範囲を下回った場合
【図７】昇圧防止弁を示す側面断面図
【符号の説明】
【００４７】
１　原料ガスボンベ
２　中圧調整器
３　ベンチュリーミキサー
４　クッションタンク
５　低圧ガバナ
６　出口バルブ
７　高圧ホース
８　ガス導管
９　入口バルブ
１０　遮断弁
１１　上下限圧遮断コントローラ
１２　昇圧防止弁
１３　開閉弁
１４　開閉弁コントローラ
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１５　空気弁
１６　ダイヤフラム
１７　バネ室
１８　コンプレッサ
１９　空気配管
２０　ローディング用ガバナ
２１　ダイヤフラム室
２２　空気取り込み口
２３　バネ
２４（２４ａ～２４ｅ）　弁体
２５　弁軸
２６　ガス圧伝達導管
２７　ノズル
２８　ロック機構
２９　リセットボタン
３０　調節ネジ
３１　圧力計

【図１】 【図２】
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